
○
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
調
査
事
項
等
）

（
調
査
事
項
等
）

第
五
条

国
勢
調
査
は
、
調
査
票
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（

第
五
条

国
勢
調
査
は
、
調
査
票
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（

法
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
行
う
国
勢
調
査
に

法
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
行
う
国
勢
調
査
に

あ
つ
て
は
、
第
一
号
ト
、
チ
、
リ
及
び
ヨ

に

あ
つ
て
は
、
第
一
号
ト
、
チ
、
リ
及
び
タ
並
び
に
第
二
号
ハ
に

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
調
査
す
る
。

掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
調
査
す
る
。

一

世
帯
員
に
関
す
る
事
項

一

世
帯
員
に
関
す
る
事
項

イ
～
ヌ

略

イ
～
ヌ

略

ル

就
業
時
間

ル

所
属
の
事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
の
種
類

ヲ

所
属
の
事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
の
種
類

ヲ

仕
事
の
種
類

ワ

仕
事
の
種
類

ワ

従
業
上
の
地
位

カ

従
業
上
の
地
位

カ

従
業
地
又
は
通
学
地

ヨ

従
業
地
又
は
通
学
地

ヨ

従
業
地
又
は
通
学
地
ま
で
の
利
用
交
通
手
段

タ

従
業
地
又
は
通
学
地
ま
で
の
利
用
交
通
手
段

二

世
帯
に
関
す
る
事
項

二

世
帯
に
関
す
る
事
項

イ
・
ロ

略

イ
・
ロ

略

ハ

家
計
の
収
入
の
種
類

ハ

住
居
の
種
類

ニ

住
居
の
種
類

ニ

住
宅
の
床
面
積

ホ

住
宅
の
床
面
積

ホ

住
宅
の
建
て
方

ヘ

住
宅
の
建
て
方

２

略

２

略

第
六
条

削
除

（
国
勢
調
査
指
導
員
及
び
国
勢
調
査
員
）

（
国
勢
調
査
指
導
員
及
び
国
勢
調
査
員
）

第
六
条

略

第
七
条

略
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２

略

２

略

３

国
勢
調
査
員
の
担
当
地
域
は
、
市
町
村
長
が
指
定
し
た
第
八

３

国
勢
調
査
員
の
担
当
地
域
は
、
市
町
村
長
が
指
定
し
た
第
八

条

の
規
定
に
よ
る
調
査
区
の
区
域
と
す
る
。

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
調
査
区
の
区
域
と
す
る
。

４
～
６

略

４
～
６

略

（
国
勢
調
査
指
導
員
証
及
び
国
勢
調
査
員
証
）

（
国
勢
調
査
指
導
員
証
及
び
国
勢
調
査
員
証
）

第
七
条

略

第
八
条

略

（
調
査
区
の
設
定
及
び
修
正
）

（
調
査
区
の
設
定
及
び
修
正
）

第
八
条

略

第
八
条
の
二

略

（
調
査
の
方
法
）

（
調
査
の
方
法
）

第
九
条

国
勢
調
査
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
お
い
て

第
九
条

国
勢
調
査
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
お
い
て

、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

、
国
勢
調
査
員
又
は
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第

五
項
の
事
務
の
一
部
を
行
う
国
勢
調
査
指
導
員
（
以
下
「
国
勢

調
査
員
等
」
と
い
う
。
）
が
調
査
票
を
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、

に
よ
り
行
う
。

及
び
取
集
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

一

国
勢
調
査
員
又
は
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条

第
五
項
の
事
務
の
一
部
を
行
う
国
勢
調
査
指
導
員
（
以
下
「

国
勢
調
査
員
等
」
と
い
う
。
）
が
調
査
票
を
世
帯
ご
と
に
配

布
し
、
及
び
取
集
す
る
こ
と
。

二

国
勢
調
査
員
等
が
調
査
票
を
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び

市
町
村
長
が
直
接
世
帯
か
ら
当
該
調
査
票
の
提
出
を
受
け
る

こ
と
。

２

世
帯
員
の
不
在
等
の
事
由
に
よ
り

前

２

国
勢
調
査
員
等
は
、
世
帯
員
の
不
在
等
の
事
由
に
よ
り
、
前

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
国
勢
調
査
員
等
が
同
項
の
期
間
内
に
お
い
て
第
五
条
第

き
は
、
同
項
の
期
間
内
に
お
い
て
、

第
五
条
第

一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項

を
当
該
世
帯
の
世
帯
員
以
外
の
者
に
質
問
し
、
こ
れ
に
基
づ
い

を
当
該
世
帯
の
世
帯
員
以
外
の
者
に
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
調

て
調
査
票
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
国
勢
調
査
を
行
う
こ
と
が

査
す
る

こ
と
が



で
き
る
。

で
き
る
。

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
十
条

国
勢
調
査
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
国
勢
調
査
に
お
い
て

第
十
条

国
勢
調
査
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
国
勢
調
査
に
お
い
て

調
査
す
べ
き
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同

調
査
す
べ
き
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
世
帯
員
が
、
同
項
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
世
帯
員
が
、
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
世
帯
主
又
は
世
帯
の
代
表
者
が

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
世
帯
主
又
は
世
帯
の
代
表
者
が

そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

世
帯
主
、
世
帯
の
代
表
者
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
は
、
前

２

世
帯
主
、
世
帯
の
代
表
者
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
者
に
代
わ
つ
て
当
該
報
告
を
行

項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
者
に
代
わ
つ
て
当
該
報
告
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
調
査
票
に
記
入
し
、
当
該

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
調
査
票
に
記
入
し
、
当
該

調
査
票
の
取
集
に
応
じ
、
又
は
当
該
調
査
票
を
直
接
市
町
村
長

調
査
票
の
取
集
に
応
じ

に
提
出
し
、
及
び
国
勢
調
査
員
等
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
に
よ

、
及
び
国
勢
調
査
員
等
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

削
除

（
調
査
票
等
の
提
出
等
）

（
調
査
票
等
の
提
出
）

第
十
二
条

国
勢
調
査
員
等

は
、
市
町
村
長

第
十
三
条

国
勢
調
査
員
及
び
国
勢
調
査
指
導
員
は
、
市
町
村
長

に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
国
勢
調
査
員
等
が

に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
調
査
票

取
集
し
、
又
は
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
入
し
た
調
査

票
そ
の
他
の
調
査
関
係
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
調
査
関
係
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
長
は
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
長
に
提
出
さ
れ
た
調
査
票
そ
の
他
の
調
査
関
係
書

類
及
び
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
直
接
市
町
村
長
に
提
出

さ
れ
た
調
査
票
の
検
査
を
国
勢
調
査
指
導
員
に
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
勢
調
査
指
導
員
が
検

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
勢
調
査
員
及
び
国
勢

査
し
た

調
査
票
を
審
査
し
、
必
要
な
事

調
査
指
導
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
調
査
票
を
審
査
し
、
必
要
な
事



項
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
定

項
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
そ
の
定

め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
調
査
票
そ
の
他
の
調
査
関
係
書
類
を

め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
調
査
票
そ
の
他
の
調
査
関
係
書
類
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
送

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
か
ら
送

付
さ
れ
た
調
査
票
を
二
次
的
に
審
査
す
る
と
と
も
に
、
総
務
大

付
さ
れ
た
調
査
票
を
二
次
的
に
審
査
す
る
と
と
も
に
、
総
務
大

臣
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
調
査
票
そ
の
他

臣
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
当
該
調
査
票
そ
の
他

の
調
査
関
係
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
調
査
関
係
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
り
及
び
質
問
）

第
十
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
機
関
の
長

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
及

び
ロ
並
び
に
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の

職
員
に
、
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る

権
限
に
属
す
る
も
の
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
及

び
記
入
を
行
う
に
当
た
り
、
市
町
村
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

２

市
町
村
の
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質

問
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
関
係
者
の
生
活
又
は
業
務
の
平
穏

に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
に
規
定
す
る
事
務

に
係
る
行
政
機
関
の
長
に
関
す
る
規
定
は
、
市
町
村
長
に
関
す

る
規
定
と
し
て
市
町
村
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
連
絡
等
に
関
す
る
事
務
）

（
連
絡
等
に
関
す
る
事
務
）

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お

の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お

け
る
国
勢
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

け
る
国
勢
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

行
う
こ
と
と
す
る
。

行
う
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

第
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事

六

第
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事



務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
及
び

務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類
の
作
成
及
び

保
管
並
び
に
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
に
関
す
る
事

保
管
並
び
に
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査
に
関
す
る
事

務
そ
の
他
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事

務
そ
の
他
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事

務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

２

市
町
村
長
は
、
第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条

２

市
町
村
長
は
、
第
七
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
条

第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項

第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
一
条

第
二
号
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
十
三
条
第
一
項

の
規

又
は
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
国

定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
国

勢
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ

勢
調
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

一
～
七

略

一
～
七

略

八

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
第
一
項
、
第

八

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第

八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
、

八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
一
条

第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項

の
規

若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類

定
に
よ
る
事
務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
書
類

の
作
成
及
び
保
管
並
び
に
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査

の
作
成
及
び
保
管
並
び
に
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
調
査

に
関
す
る
事
務
そ
の
他
第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

に
関
す
る
事
務
そ
の
他
第
七
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
九

第
八
条
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二

第
十
一
条

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
若

の
規
定
に
よ
る
事
務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る

事
務
に
附
帯
す
る
事
務

事
務
に
附
帯
す
る
事
務

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
十
六
条

第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
条
第
一
項

第
十
六
条

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は

、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条



第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

２

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八

２

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第
八

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
条
第

条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
第
一
項

三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

及
び
第
二
項

十
三
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が

並
び
に
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九

項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。




